
公募型プロポーザルに係る手続開始のおしらせ 

 

 次のとおり提案書の提出を求めます。 

なお、本件の契約の締結は、平成３０年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条

件とするものです。 

 平成３０年２月１日 

 

世 田 谷 区 

 

１．業務概要 

（１） 件  名 

第４１回せたがやふるさと区民まつり音響・照明及び会場設営・撤去委託 

（２） 主旨（目的） 

本業務は、世田谷区民会館、区役所中庭、若林公園といった会場の特殊性を理解し、限ら

れた期間で安全且つ柔軟に、来場者や地域住民、周辺事業者、公道利用者等への影響を最小

限に抑えた運営を行うための音響・照明及び会場設営・撤去委託業務である。 

特に、世田谷区民会館、区役所中庭、若林公園といった公共の施設を占用して業務を履行

するため、各管理者の意向を調整し、その都度柔軟に対応していくことが求められる。 

また、一般の来庁（園）者による施設利用と平行して業務を履行するため、安全や利便性

に最大限の注意を払い、滞りなく区民まつりを開催するために会場の設営計画の立案から設

営、撤去までを委託するものである。 

（３）業務内容（詳細は、別紙「仕様書（案）」参照） 

① 会場設営計画案の作成（会場現場確認を含む） 

② 工程表の作成及び提出 

③ 看板作製、必要物品の調達 

④ 会場設営及び撤去 外 

（４）契約期間 

   平成３０年４月上旬（予定）から平成３０年８月２２日（水）まで 

※なお、本件で選定された候補者とは、平成３１年度、平成３２年度も引き続き同様の契約

を年度ごとに締結する予定がある。ただし、契約の締結は、当該業務に係る各年度の予算

が成立し、予算配当がなされること、及び前年度の履行内容が良好であることを条件とす

る。また、本件選定の前提条件としての委託業務の根拠となる事業の内容等に大きな変更

があった場合は、契約を締結しないことがある。 

（５）区民まつり開催日程（予定） 

平成３０年８月４日（土）～８月５日（日）１１時～２１時 

（６）設営・撤去予定期間 

①設営：ⅰ）開催周知用パネル設置 平成３０年７月２７日（金） 

      ⅱ）テント等設営 平成３０年７月３１日（火）～平成３０年８月３日（金） 

②撤去：平成３０年８月６日（月）～平成３０年８月８日（水） 

（７）契約者決定の方法 

公募による「企画提案等審査」による。 



２．参加資格 

提案書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。 

（１） 世田谷区の物品買い入れ等競争入札参加資格を有し、営業種目「催事関係業務」の共同運営

格付がＡの者 
（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当しない者 
（３） 同条第２項の規定により、世田谷区における一般競争入札等の参加を制限されていない者 
（４） 世田谷区から現に指名停止を受けていない者 
（５） 都道府県民税・市長村民税に滞納がない者 
（６） 会社更生法第１７条第１項に基づく更正手続き開始申立てまたは民事再生法第２１条第１項

に基づく民事再生手続き開始申立てをしていないこと 
（７） 平成２５年度以降、官公庁において、本業務と同種業務の受託履行実績を有すること。 
 

３．提案書の提出者を選定するための基準 

（１）６事業者以上から参加表明書の提出があった場合は、過去５年間の類似業務受託履行実績を

点数評価して提案書の提出者を５事業者以内に選定する。 
（２）提案書提出者決定・招請通知及び非招請通知は、全事業者に郵送にて通知する。 
    通知日時：平成３０年２月１６日（金） 

 

４．提案書を特定するための評価項目 

以下の評価項目により、参加表明書、提案書、見積書、事業者ヒアリングにより総合的に評

価した結果、最も優れた事業者を本件業務委託契約締結の相手方となるべき候補者とする。 

 
（１） 本業務全体に対する考え方 
（２） 業務実施体制 
（３） 会場設営・撤去対応について 
（４） 事故・天候等における緊急対応について 
（５） 本業務に対する提案・改善策 
（６） 業務実績 
（７） 見積金額 
 

５．手続き等 

（１） 募集要領の配付期間、場所及び方法 

①配付期間     平成３０年２月１日（木）～平成３０年２月１５日（木） 

          ※土日・祝休日を除く９時～１７時 

  ②配付場所及び方法  下記「７．担当」に同じ 

※希望者に無償配付する。 

※区のホームページからダウンロードも可能 

（２） 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 



①提出期限     平成３０年２月１５日（木） １７時（必着） 

          ※持参の場合、土日・祝休日を除く 

②提出場所及び方法 下記「７．担当」に同じ  

持参又は郵送（書留、または配達記録郵便）による。 

（３） 提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

①提出期限      平成３０年３月１６日（金） １７時（必着） 

       ※持参の場合、土日・祝休日を除く 

②提出場所及び方法  下記「７．担当」に同じ  

持参または郵送（書留、または配達記録郵便）による。 

 

６．その他留意事項 

（１） 本件に関する説明会は実施しない。 
（２） 提案書の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする。 
（３） 提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された提案書を無効のものとするとともに、虚偽

の記載をした者に対して契約を無効とする。 
（４） 提出された提案書は返却しない。また、提出された提案書は当事業の業者選定以外の目的に

使用しない。なお、提出された提案書を公開する場合には事前に提出者の同意を得ることとす

る。 
（５） 参加表明書及び提案書の提出後において、記載内容の変更は認めない。 
（６） 区は提案書の内容に拘束されないものとする。選定後、契約内容の仕様については区と選定

事業者双方の協議により定める。 
（７） 区は、選定した事業者について契約締結が不適当と認められる事由が生じた場合は、選定を

取り消すことができる。 
（８） 審査終了後、参加者には選定順位を含めた結果を通知する。また、当該案件に参加を表明し

た者及び提案書を提出した者の商号・名称、並びに提案書を特定した理由（審査経過等）は区

が公表できることとする。 

（９） 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 
（１０） 契約保証金 免除 
（１１） 契約書作成の要否 要 
（１２） 本業務に直接関連する他の業務の委託契約を本業務の委託契約の相手方との随意    

契約により締結する予定の有無 無 
（１３） 応募に当たり、知りえた情報については守秘義務を遵守すること。 

（１４） 本案件は、世田谷区公契約条例に基づく労働報酬下限額の適用案件である。詳しくは、「労

働報酬下限額の適用についてのご案内」参照のこと 

 

７．担当 

世田谷区生活文化部区民健康村・ふるさと交流課 早田 

住所：〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７ 第１庁舎１階 

連絡先：０３－５４３２－２２４９ ＦＡＸ：０３－５４３２－３０１３ 

電子メールアドレス：SEA02237@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

mailto:SEA02237@mb.city.setagaya.tokyo.jp

